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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の表面の計測特性を評価するシステムであって、
　前記基板を垂直状態に保つ点接点のみで前記基板を保持することにより自由状態となっ
た前記基板の前記表面を測定する光学的基板測定システムと、
　基板上に規定された評価領域内のデータを解析するとともに、特徴特有のフィルタリン
グスキームを適用して、前記基板の前記表面を特性評価し、前記基板の前記表面の特徴を
特性評価及び定量化するための表面特有の測定基準を用いる、データ解析システムと、
　を備えており、
　前記表面特有の測定基準は、
　　前記評価領域上の最大及び最小偏差を定量化するためのレンジ測定基準と、
　　前記評価領域に適合する基準平面からの偏差量を有する各点偏差のうちの一組の点偏
差において、最大値を有する点偏差を定量化するための偏差測定基準と、
　　測定された前記基板の前記表面のパワースペクトル密度から計算される二乗平均平方
根測定基準と、を有し、
　前記データ解析システムは、更に、前記測定基準のうちの少なくとも一部をしきい値と
比較するとともに、この比較に少なくとも部分的に基づいて前記基板を分類する
　システム。
【請求項２】
　請求項１に記載のシステムにおいて、
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　前記基板の前記表面は、前面と、裏面と、前記前面及び前記裏面から得た中位面として
規定される形状と、前記裏面を平坦基準とした基板の厚み変化として規定した平坦度と、
を有するシステム。
【請求項３】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記基板の前記表面の低空間周波数領域と高空間
周波数領域との双方で前記基板の前記表面の特徴を捕捉する機能を有するシステム。
【請求項４】
　請求項３に記載のシステムにおいて、前記低空間周波数領域における前記基板の前記表
面の特徴には、ノッチと、ノッチ近接領域と、レーザマークと、レーザマーク近接領域と
、前記基板の前記表面における局部的な形状と、の少なくとも１つが含まれているシステ
ム。
【請求項５】
　請求項３に記載のシステムにおいて、前記高空間周波数領域における前記基板の前記基
板の特徴には、エピタキシャルピンマークが含まれているシステム。
【請求項６】
　請求項４に記載のシステムにおいて、前記局部的な形状は、短い空間波長内での前記基
板の形状における変化であるシステム。
【請求項７】
　請求項４に記載のシステムにおいて、前記局部的な形状は、スロープ領域において前記
基板の形状を解析することにより特性評価されるシステム。
【請求項８】
　請求項７に記載のシステムにおいて、前記基板の形状は、隣接する点を用いて点毎のス
ロープを計算するために用いられるシステム。
【請求項９】
　請求項７に記載のシステムにおいて、前記スロープ領域における前記基板の形状は、各
評価領域内で別々に決定されるシステム。
【請求項１０】
　請求項９に記載のシステムにおいて、前記レンジ測定基準は、前記評価領域内で計算さ
れ、前記評価領域内で前記基板の形状のスロープを評価するのに用いられるシステム。
【請求項１１】
　請求項７に記載のシステムにおいて、前記レンジ測定基準は、これを、局部的な形状ス
ロープに対する処理駆動カットオフ値と比較することにより前記基板を分類するのに用い
られるシステム。
【請求項１２】
　請求項４に記載のシステムにおいて、前記局部的な形状は、空間周波数領域内で前記基
板の形状を解析することにより特性評価されるシステム。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のシステムにおいて、基板形状データは、フーリエ変換により、周波
数領域において、一次元パワースペクトル密度と二次元パワースペクトル密度との少なく
とも一方に変換されるシステム。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のシステムにおいて、前記一次元パワースペクトル密度は、前記基板
上の放射状の一次元プロファイル、円周状の一次元プロファイル、非放射状のラインセグ
メント及び非円周状のラインセグメントの少なくとも１つに関して計算されるシステム。
【請求項１５】
　請求項１３に記載のシステムにおいて、前記二次元パワースペクトル密度は、基板のユ
ーザ規定の方形区分に関して計算されるようになっているシステム。
【請求項１６】
　請求項１３に記載のシステムにおいて、パワースペクトル密度対空間周波数のプロット
を、前記一次元パワースペクトル密度と前記二次元パワースペクトル密度との少なくとも



(3) JP 5635987 B2 2014.12.3

10

20

30

40

50

一方から計算するシステム。
【請求項１７】
　請求項１６に記載のシステムにおいて、前記二乗平均平方根測定基準は、パワースペク
トル密度対空間周波数の前記プロットから計算し、前記局部的な形状を定量化するのに用
いられるシステム。
【請求項１８】
　請求項１６に記載のシステムにおいて、前記二乗平均平方根測定基準は、パワースペク
トル密度対空間周波数の前記プロット下の領域の平方根を計算することにより、特定の周
波数で計算されるシステム。
【請求項１９】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記二乗平均平方根測定基準は、これを処理駆動
カットオフ値と比較することにより前記基板を分類するのに用いられるシステム。
【請求項２０】
　請求項４に記載のシステムにおいて、前記ノッチ及び前記ノッチ近接領域を、約２００
ミクロンの空間分解能で評価するシステム。
【請求項２１】
　請求項４に記載のシステムにおいて、前面、裏面及び平坦度の少なくとも１つを用いて
、前記ノッチ及び前記ノッチ近接領域を評価するシステム。
【請求項２２】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記評価領域が、特定のエッジエクスクルージョ
ン及びノッチエクスクルージョンを有するノッチを囲むシステム。
【請求項２３】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記評価領域における前記データは、高周波表面
変化を除去するために、低周波フィルタによりフィルタリングされるシステム。
【請求項２４】
　請求項４に記載のシステムにおいて、前記レンジ測定基準及び前記偏差測定基準の少な
くとも一方は、前記ノッチ及び前記ノッチ近接領域を評価するのに用いられるシステム。
【請求項２５】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記レンジ測定基準及び前記偏差測定基準の少な
くとも一方は、これを、ノッチおよびノッチ近接領域に特有の処理駆動カットオフ値と比
較することにより基板を分類するのに用いられるシステム。
【請求項２６】
　請求項４に記載のシステムにおいて、前記レーザマーク及び前記レーザマーク近接領域
を、約２００ミクロンの空間分解能で評価するシステム。
【請求項２７】
　請求項４に記載のシステムにおいて、前記基板の裏面及び平坦度の少なくとも一方を用
いて、前記レーザマーク及び前記レーザマーク近接領域を評価するシステム。
【請求項２８】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記評価領域が、特定のエッジエクスクルージョ
ンを有するレーザマークを囲むシステム。
【請求項２９】
　請求項４に記載のシステムにおいて、前記レンジ測定基準及び前記偏差測定基準の少な
くとも一方を用いて、前記レーザマーク及び前記レーザマーク近接領域を評価するシステ
ム。
【請求項３０】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記レンジ測定基準及び前記偏差測定基準の少な
くとも一方は、これを、レーザマーク及びレーザマーク近接領域に特有の処理駆動カット
オフ値と比較することにより基板を分類するのに用いられるシステム。
【請求項３１】
　請求項５に記載のシステムにおいて、前記エピタキシャルピンマークを約２００ミクロ
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ンの空間分解能で評価するようになっているシステム。
【請求項３２】
　請求項５に記載のシステムにおいて、前記基板の前面と、裏面と、平坦度との少なくと
も１つを用いて前記エピタキシャルピンマークを評価するシステム。
【請求項３３】
　請求項５に記載のシステムにおいて、前記評価領域が、前記基板上の予め規定した個所
内の前記エピタキシャルピンマークを囲むシステム。
【請求項３４】
　請求項５に記載のシステムにおいて、前記評価領域が、低周波の表面変化を除去するた
めに高周波フィルタを用いる自動検出ルーチンとともに、前記エピタキシャルピンマーク
を囲むシステム。
【請求項３５】
　請求項３４に記載のシステムにおいて、前記高周波フィルタは、ラプラシアンの畳み込
みであるシステム。
【請求項３６】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記評価領域における前記データは、低周波の表
面変化を除去するために、高周波フィルタによりフィルタリングされるシステム。
【請求項３７】
　請求項３４に記載のシステムにおいて、前記自動検出ルーチンを用いて前記エピタキシ
ャルピンマークを検出した後に、前記評価領域を形成するシステム。
【請求項３８】
　請求項５に記載のシステムにおいて、前記レンジ測定基準及び偏差測定基準の少なくと
も一方を用いて、前記エピタキシャルピンマークを評価するシステム。
【請求項３９】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記レンジ測定基準及び前記偏差測定基準の少な
くとも一方を用い、これをエピタキシャルピンマークに特有の処理駆動カットオフ値と比
較することにより前記基板を分類するシステム。
【請求項４０】
　基板を特性評価するための方法であって、
　前記基板を垂直状態に保つ点接点のみで、前記基板を保持することにより、前記基板を
自由状態にするステップと、
　前記基板の表面上の点で光学的な測定を実行して表面データを生成するステップと、
　前記基板を複数の評価領域に分割し、前記複数の評価領域に応じて前記表面データを区
画するステップと、
　前記表面データをフィルタリングして、前記表面データから傾き及び平均表面高さを除
去するステップと、
　前記評価領域に対する前記フィルタリングされた表面データに少なくとも部分的に基づ
いて前記基板を特性評価するステップと
　を備える方法。
【請求項４１】
　集積回路の製造工程に対する基板の適合性を特性評価する方法であって、
　前記基板を垂直状態に保つ点接点のみで、前記基板を保持することにより、前記基板を
自由状態にするステップと、
　前記基板の表面上の点で光学的な測定を実行して表面データを生成するステップと、
　前記基板の前記表面上の各点における点スロープ形状値を計算するステップと、
　前記基板を複数の評価領域に分割し、前記複数の評価領域に応じて前記点スロープ形状
値を区画するステップと、
　各評価領域に対する評価領域スロープ形状値を、前記評価領域内の前記点スロープ形状
値に少なくとも部分的に基づいて計算するステップと、
　前記基板に対する基板スロープ形状値を、前記評価領域スロープ形状値に基づいて計算
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するステップと、
　前記基板スロープ形状値を、前記製造工程に少なくとも部分的に基づいて決定したしき
い値と比較するステップと、
　前記基板スロープ形状値が前記しきい値を超えているかに少なくとも部分的に基づいて
、前記製造工程に対する前記基板の前記適合性を特性評価するステップと、
　を備える方法。
【請求項４２】
　集積回路の製造工程に対する基板の適合性を特性評価する方法であって、
　前記基板を垂直状態に保つ点接点のみで、前記基板を保持することにより、前記基板を
自由状態にするステップと、
　前記基板の表面上の点で光学的な測定を実行して表面データを生成するステップと、
　表面データをデータのラインに順序付けるステップであり、前記ラインは、放射状のラ
インと、円周状のラインとの少なくとも一方であるステップと、
　フーリエ変換を用いて前記データの各ラインに対するパワースペクトル密度を計算する
ステップと、
　前記各ラインに対し、パワースペクトル密度対空間周波数をプロットするステップと、
　前記各ラインに対するパワースペクトル密度対空間周波数のプロット下の領域に少なく
とも部分的に基づいて、前記各ラインに対する周波数形状を計算するステップと、
　前記基板に対し計算された前記周波数形状に少なくとも部分的に基づいて、前記製造工
程に対する基板の適合性を特性評価するステップと、
　を備える方法。
【請求項４３】
　基板の局部的特徴を定量化する方法であって、
　前記基板を垂直状態に保つ点接点のみで、前記基板を保持することにより、前記基板を
自由状態にするステップと、
　前記局部的特徴を囲む前記基板の評価領域を決定するステップと、
　前記基板の前記評価領域内の表面上の点で光学的な測定を実行して表面データを生成す
るステップと、
　前記表面データにフィルタリングルーチンを適用して、前記表面データの不所望な特性
を除去するステップと、
　前記フィルタリングされた表面データに少なくとも部分的に基づいて測定基準を計算す
るステップと、
　前記計算された測定基準に少なくとも部分的に基づいて、前記基板の局部的特徴を定量
化するステップと、
　を備える方法。
【請求項４４】
　請求項４３に記載の方法において、評価領域を決定する前記ステップが、ユーザ規定の
評価領域を容認するステップを有する方法。
【請求項４５】
　請求項４３に記載の方法において、評価領域を決定する前記ステップが、前記基板上の
予め規定した座標位置を評価領域として容認するステップを有する方法。
【請求項４６】
　請求項４３に記載の方法において、評価領域を決定する前記ステップが、前記基板表面
データにフィルタリングルーチンを適用し、前記局部的特徴を検出するステップと、前記
局部的特徴を囲む前記評価領域を決定するステップとを有する方法。
【請求項４７】
　請求項４３に記載の方法において、前記フィルタリングルーチンは、ラプラシアン曲率
フィルタである方法。
【請求項４８】
　請求項４３に記載の方法において、計算された前記測定基準が、前記評価領域内の高さ
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値の山対谷のレンジと、前記評価領域内の前記基板の前記表面内における最も高い高さ及
び最も深い深さの一方の大きさと、の少なくとも一方である方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、２００８年８月２８日に出願した米国仮出願６１／０９２７２０の全ての権
利及び優先権を主張するものであり、その全てが参照によりここに組み入れられる。本発
明は、集積回路の製造分野に関するものであり、特に、本発明は、基板を分類するのに用
いる測定基準（メトリック）を生成する基板表面測定処理に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　集積回路は主としてモノリシック基板上に形成されるものであり、この場合数百又は数
千の別々集積回路が単一の基板上に同時形成される。ここで用いる用語「集積回路」には
、シリコン又はゲルマニウムのようなIV族の材料、或いは砒化ガリウムのようなIII-Ｖ族
化合物、或いはこのような材料の混合物より成る基板のようなモノリシック半導体基板上
に形成されたデバイスのような種々のデバイスが含まれる。この用語には、メモリ及び論
理素子のようなあらゆる種類の形成デバイスや、ＭＯＳ及びバイポーラのようなこのよう
なデバイスのあらゆる設計が含まれるものである。又、この用語には、フラットパネルデ
ィスプレイ、太陽電池及び電荷結合デバイスのような用途をも含まれるものである。
【０００３】
　最近の集積回路の外観は極めて小さく、要求される許容誤差は極めて厳しい為、基板を
製造開始前に厳格に特性評価し、与えられた基板がその上に形成される集積回路に対し確
実に適するようにする。集積回路のノードの寸法は減少しており且つ減少し続けている為
、基板のこの幾何学的特性評価は益々重要となっている。
【０００４】
　基板のジオメトリは、一般的に、形状及び平坦度のような低周波数成分で分類される。
形状は、従来から、基準平面からの基板の中位面の偏差として規定され、ワープ（warp）
及びボウ（bow）のような大域的な測定基準により特性評価されている。平坦度は、完全
に平坦とした裏面を有する基板の厚みの変化として規定され、ＳＦＱＲ（サイトフロント
サーフェイス最小二乗適合平面レンジ）のようなサイトに基づく測定基準により特性が評
価されている。
【０００５】
　従来では、形状の特性評価は、基板の表面全体に亘る大きな変化を考慮する方法を用い
て実行されている。しかし、基板形状の高次の成分は、基板の小さい部分内に完全に含ま
れており、一般的に基板のワープ及びボウのような大域的な形状の測定基準に影響を及ぼ
さない。従来では、高次の形状の影響は、大きなノードの技術にとって重要な役割を果た
さなかった。しかし、小さなノードにおけるより厳しいデフォーカス及びオーバレイバジ
ェットにとって、高次の形状の影響がより重要となった。更に、従来では、基板形状の高
次の成分を規定するとともに定量化する測定基準は存在しない。
【０００６】
　更に、特定の処理により形成された、制御されていない幾何的特徴を有する基板の部分
が存在する。基板のこれらの領域は、従来では、集積回路を形成するのに用いられていな
いか、又はこれらの領域上に形成された集積回路は、使用できないものとして自動的に抹
消された。しかし現在では、製造業者は、売却可能な集積回路に対しできるだけ多くの基
板領域を用いるようにする意欲を有しており、従って、基板のこれらの領域を集積回路に
対し用いる場合に、これらのいわゆる局部的特徴（localized features）は重要となって
いる。
【０００７】
　例えば、対象の局部的領域の１つは基板のノッチ（溝）である。従来では、基板の平坦
度の特性評価に際し、ノッチ付近の大きな領域が除外されていた。しかし、集積回路を隣
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接させて形成するのに用いられる幾つかのリソグラフィー領域は、ノッチ付近の基板の幾
何学的形状の変化により影響を受けるおそれがある。従って、ノッチ、レーザマーク、エ
ピタキシャルマーク等のようなこれらの局部的特徴は、リソグラフィー処理、化学機械研
磨及びその他の種類の処理に対する所定の基板の適合性に著しく影響を及ぼす。更に、こ
れらの特徴を捕捉し、特性を評価し、定量化するのに利用しうる測定基準は現在存在しな
い。
【０００８】
　従って、必要なものは、上述したような欠陥を少なくとも部分的に解決するシステムで
ある。
【発明の概要】
【０００９】
　上述した及びその他の要求は、基板の表面の計測特性を評価するシステムであって、光
学的基板測定システムと、基板上の評価領域内のデータを解析するとともに、特徴特有の
フィルタを適用して基板の表面を特性評価するとともに、対象の特徴を特性評価及び定量
化するための表面特有の測定基準を発生させるデータ解析システムとを備えており、前記
表面特有の測定基準は、前記評価領域内の最大及び最小偏差を定量化するためのレンジ測
定基準と、評価領域に適合する基準平面からの偏差量である一組の点（ポイント）偏差に
おいて最大値を有する点偏差を定量化する偏差測定基準と、パワースペクトル密度から計
算する二乗平均平方根測定基準とを有するシステムにより満足される。
【００１０】
　このようにした本発明の種々の実施例によれば、従来技術に内在している問題を低減さ
せる。例えば、従来技術の形状測定によれば、基板の裏面を参照して形状及び平坦度を特
性評価している。換言すれば、基板の裏面を固定し、裏面が平坦であるものと仮定して基
準平面として採用している。次に、基板の前面を測定するが、全ての測定は基板の裏面を
参照している。しかし、本発明の種々の実施例では、後に詳細に説明するように、基板を
自由な状態で垂直に保持し、１つの表面に対する形状及び平坦度の測定基準を、他の表面
を参照することなしに計算する。
【００１１】
　従って、従来技術の測定基準は、厚み（基板の厚み）に基づくものであり、これに対し
、本発明による測定基準は表面に基づくものである。本発明の実施例では、形状の低周波
成分をフィルタリング技術により除去し、局部的特徴の高次の成分のみを残し、これらの
高次の成分を、新たな測定基準をもってレポートする。形状は、基板の特性評価にとって
依然として重要であるが、本発明の方法によれば、基板の特性評価のために形状の高次の
成分を使用しうるようにする。このことは、従来行われていなかったことである。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
　本発明の更なる利点は、詳細をより明瞭に示すために一定の縮尺で描かれていない図面
と併せて考慮されたときに、以下の詳細な説明を参照することにより明らかになる。同じ
参照符号は、複数の図に亘り同じ要素を表す。
【００１３】
【図１】本発明の種々の実施例を採用する基板の特性評価処理のポイントを示す図である
。
【００１４】
【図２】本発明の一実施例による、高次の基板形状を特性評価するのに用いるスロープ形
状マップを示す図である。
【００１５】
【図３】本発明の一実施例による、基板に対する高次の形状データを特性評価するのに用
いられる二乗平均平方根パワースペクトル密度測定基準を決定するのに用いる空間周波数
対パワースペクトル密度のプロットを示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１６】
　本発明の実施例は、（ａ）基板形状の高次の成分と、（ｂ）局部的特徴との双方を特性
評価するとともに定量化するのに適した測定基準を規定することにより上述した要求を満
足させる。これは、そのような要因に基づいて基板を分類するための改良された能力を可
能にする。
【００１７】
　図１は、基板１２に対する特性評価処理１０の概説のフローチャートを示す。ブロック
１４に示すように、基板１２の表面測定を行い、この測定をブロック１６に示すように基
板表面のマップに変換する。従来は、基板の裏面が水平で平坦となるように固定した基板
に対し基板形状が決定されていた。ここで規定される測定基準は、自由状態での基板の測
定に基づいている。ここで、基板は、指状の鋏によって数点でのみで垂直に保持されてお
り、裏面の形状が基板の前面の形状に影響を及ぼさないようにされている。更に、本発明
の測定処理は、幾つかの実施例において、従来技術よりも著しく高い分解能の測定を用い
る。
【００１８】
　次に、種々の処理に対する基板１２の適合性を決定する解析１８を実行する。最後に、
解析１８の結果を表す測定基準レポート２０を生成する。これらのステップは全て、計測
ツール２２内で実行することができ、これにより基板１２を容認し、レポート２０を生成
する。本発明による計測ツール２２は、従来実行されなかった解析１８を実行し、従来知
らない又は使用されていない測定基準を決定してレポートする。これらの全体的なステッ
プを以下に詳細に説明する。
〔高次の形状の特性評価〕
【００１９】
　高次の形状の特性評価を行うために、（ａ）形状スロープサイト裏面理想基準レンジＳ
Ｓ－ＳＢＩＲ(Shape Slope Site Back Surface Ideal Reference Range)（以後スロープ
形状と称する）及び（ｂ）周波数領域における基板形状特性評価（以後周波数形状と称す
る）、という２つの新規な測定基準が開発された。
〔スロープ形状〕
【００２０】
　スロープ形状は、基板の高次の形状を捕捉するために基板表面のスロープを用いる。第
１のステップでは、基板表面のトポグラフィーを、光学ツールを用いて比較的高い密度で
検出する。例えば、約２００ミクロンの空間分解能で測定を行う。これらの表面測定を組
み合わせて基板の形状マップにする。次に、各測定点における基板表面のスロープを、隣
接点を基準として用いて計算する。次に、基板を区分に細分し、各区分に対しスロープ形
状の測定基準を計算する。基板区分の寸法は、基板上に形成すべき集積回路に対するリソ
グラフィーサイトの寸法のように、ユーザが規定しうるものである。例えば、区分は約２
６mm×約８mmの寸法としうる。従って、異なる集積回路に対して異なる区分の寸法を所望
通りに特定しうる。
【００２１】
　図２に示すように基板に対するスロープ形状マップは構成され、このマップは種々の情
報を表現しうる。例えば、スロープ形状マップは、基板の所定の区分内の全ての点に対す
るスロープ形状のレンジを示すことができる。このスロープ形状マップは、区分内の点に
対するスロープ形状のレンジが特定のしきい値を超えている基板のこれらの区分にフラッ
グ（警告）を発しうる。（スロープ形状の全てのレンジの最大値のような）基板全体に対
する大域的なスロープ形状測定基準により、しきい値が基板上のどこで侵害されているか
どうかを表すことができる。
【００２２】
　一実施例では、処理の妥当性によりしきい値を決定する。例えば、技術ノードに対する
リソグラフィー処理及び所定の処理パラメータは、集積回路が適切に形成されるように、
ある表面特性を要求する場合がある。何れかのリソグラフィーサイトにおけるスロープが
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あるしきい値を超えた場合には、この特定のサイトにおけるパターン化された特徴が要求
仕様を満足しなくなる。従って、基板に対する大域的な形状測定基準がしきい値を超える
と、このことは、基板のある区分が仕様を満足せず、これに応じて基板を分類しうるとい
うことを示している。
〔周波数形状〕
【００２３】
　基板形状を周波数領域で特性評価するために、一次元のパワースペクトル密度が、フー
リエ変換により放射状のラインに沿って計算される。或いはまた、パワースペクトル密度
は、ユーザが規定した区分の寸法に対する基板表面上の円周リングに対し計算されうる。
（スロープ形状につき上述したように構成した）基板の形状マップは最初に、デカルト座
標から極座標に変換され、ユーザが規定した特定の間隔で放射状プロファイルが得られる
。基板のこれらの断面放射状ラインに沿うトポグラフィーは信号状の様子を有する。これ
らの信号状の放射状ラインに対するパワースペクトル密度が空間周波数のレンジで計算さ
れ、パワースペクトル密度対空間周波数のプロットが図３に示すように生成される。
【００２４】
　しかし、周波数領域におけるこの形状情報は、基板の特性評価に対し直接的には用いら
れない。基板の周波数形状を特性評価するために、局部的測定基準ＰＳＤ‐ＲＭＳf が、
特定の周波数におけるパワースペクトル密度対空間周波数のプロット下の領域をとること
により、特定の周波数で計算される。このＰＳＤ‐ＲＭＳf 測定基準は、前の段落で説明
したスロープ形状の測定基準に類似する局部的な高次の形状の特性評価及び基板の分類に
対し用いることができる。
〔局部的特徴の特性評価〕
【００２５】
　ノッチ、レーザマーク又はエピタキシャルピンの位置のような局部的領域における基板
表面の評価は、以下の（１）～（４）のステップに応じて実行される。
（１）対象の局部的特徴の推定位置及び寸法を確認する。
（２）関連する特徴の定量化に対する適切な測定基準を規定する（これらの測定基準の幾
つかの実施例に対する説明は後に行う）。
（３）これらの特徴に対する局部的な領域に亘る関連の測定基準を評価するレシピ（reci
pe）を書き取る。
（４）これらの局部的特徴の特性評価に基づいて基板を分類する。
〔手順〕
【００２６】
　これらの局部的特徴の定量化には、従来規定されていない特殊な測定基準を必要とする
。これらの測定基準は、どの面が対象の特徴に対してより一層感応性があるかに応じて、
一時に基板の１つの面のみに、すなわち、前面又は裏面又は厚み面に適用される。一例と
して、比較的小さい空間距離で急激な幾何学的変化を有するレーザマークを基板の裏面に
のみ存在させる。
【００２７】
　これらの測定基準は、基板の前面又は裏面の何れかに配置されているような対象の局部
的特徴を囲む所定の領域に対し計算される。これらの局部的特徴は、基板の異なる部分に
存在するとともに異なる特性を有する。本発明による局部的特徴測定基準によれば、対象
の特徴を囲む領域を規定し、異なるフィルタリング方法を適用し、局部的特徴を特性評価
及び定量化するための適応性を提供する。ノッチ及びレーザマークのような特徴は通常基
板上の特定の位置に配置されており、従って、この場合の方法はこれらの特徴に対する基
板の予め規定された領域に作用させることができる。他の特徴は、必ずしも全ての基板に
対し同じ位置に存在せず、従って、特徴位置の自動化ルーチン又はユーザが規定する特徴
位置決めを採用しうる。対象の特徴は基板の特定の表面上に存在させることができ、これ
らの特徴により、この特定の表面を用いて特性評価する際に、最良の信号を発生させるこ
とができる。例えば、レーザマークを基板の裏面上に形成し、従って、レーザマークはこ
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の裏面を用いて最良に特性評価される。幾つかの特徴を基板の前面及び裏面の双方に存在
させるが、これらは、従来の方法が基づいている厚みのデータを用いては依然として観察
できないものである。
【００２８】
　これらの測定基準を計算するためのデータは以下の処理により発生させる。基板からの
表面測定を、フィルタリングルーチンにより数学的に処理し、これらの測定の形状成分を
除去し、これにより対象の局部的特徴に集中させる。最小二乗回帰により、局部的特徴を
囲んで測定された所定の領域から傾き及び平均の高さを除去する。次に、特定の測定基準
を、以下に説明するようにして計算する。
〔ＢＳＦＱＲ／ＦＳＦＱＲ〕
【００２９】
　所定の領域内の高さ値の山対谷のレンジが、基板の裏面に対するＢＳＦＱＲとして、且
つ基板の前面に対してＦＳＦＱＲとしてレポートされる。この測定基準は、これが基板の
厚み以外の基板の個々の表面を参照することを除いて、ＳＥＭＩ標準ＳＦＱＲに類似する
。その理由は、基板が前述したように自由状態で保持されており、且つ固定基板の場合に
行われるような、前面が裏面に関連して測定されない為である。
〔ＢＳＦＱＤ／ＦＳＦＱＤ〕
【００３０】
　所定の領域内での基板の表面における最低の（殆どが負の）高さの値が大きさにおいて
トレランス値だけ最大の（殆どが正の）高さよりも大きい場合には、最低の値が裏面に対
しＢＳＦＱＤとして且つ前面に対しＦＳＦＱＤとしてレポートされる。基板の表面におけ
る最低の（殆どが負の）高さの値が大きさにおいて最大の（殆どが正の）高さよりも小さ
い場合には、最大の値が裏面に対しＢＳＦＱＤとして且つ前面に対しＦＳＦＱＤとしてレ
ポートされる。この測定基準は、これが基板の厚み（固定され且つ基準面として用いられ
た裏面に対する測定）ではなく個々の基板の表面（自由状態での測定）を参照するという
事実及びトレランス値を除いて、ＳＥＭＩ標準ＳＦＱＲに類似する。
〔フィルタリング及び自動化〕
【００３１】
　（前面、裏面、厚み面、屈曲面等のような）他の表面は、対象の測定基準を計算するの
に用いうる。これらの測定基準は、例示的に前述したような偏差又はレンジ型の測定基準
に限定されない。他の種類の測定基準を用いることもできる。（最小二乗平面以外の）他
の表面適合スキームを対象の領域に適合させることもできる。表面は、例えば、ダブルガ
ウスフィルタリング、高次の多項式フィルタリング等によるような測定基準の計算前に（
前述したように）フィルタリングさせることができる。異なる特徴は異なる空間周波数領
域に入る。例えば、ノッチはエピタキシャルピンマークに比べて低い空間周波数の特徴で
ある。従って、異なる特性を有する異なる特徴を捕捉するために、異なるフィルタリング
スキームが必要となる。低次フィルタリング方法は一般に、低次の特徴に対して用いられ
、（例えば、ラプラス曲線曲率のような）高次フィルタリング方法は一般に、高次の特徴
の特性評価に用いられる。
【００３２】
　本発明による方法は、局部的特徴を自動的に検出するのに用いることもでき、且つ特性
評価及び定量化に対し基板の適切な部分を自動的に選択しうる。このような自動的な特徴
の検出を実行することにより、処理は完全にパラメータ無しに且つ万能的に行うことがで
きる。
【００３３】
　自動化した特徴検出のこの処理は、以下の８つのステップより成る。
（１）（次の段落で説明するような）基板の表面の局部的曲率マップを形成し、曲率マッ
ピング処理により、対象の特徴を自動的に検出するとともにこれらの特徴を囲む区分に対
する境界を形成する。
（２）（所定の点において又は所定の区分内で、（曲率＞しきい値）により規定される）
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（３）マップを連続的に成長及び破壊させて、特徴のエッジを連結させるようにする。
（４）処理されたバイナリ特徴マップの連続区分を分離させ且つ列挙する。
（５）区分の中心及び区分の寸法を規定するために各区分の境界エッジを求める。
（６）各区分が特徴に対し同心的で僅かに大きくなっている、局部的特徴を検出するため
に区分のリストを発生させる。
（７）（前述した区分のような）各区分に亘る、局部的特徴の特性評価測定基準を計算す
る。
（８）特徴マップを１つ以上の処理依存しきい値の限界と比較し、所定のしきい値よりも
高いＢＳＦＱＲ／Ｄ、ＦＳＦＱＲ／Ｄを有し、従って、所定の処理依存しきい値の限界が
関連している処理に対し不適切である基板に、フラッグを発する。
【００３４】
　曲率マッピング処理によれば、対象の局部的特徴を有する領域を自動的に選択し、これ
らの特定の領域において測定基準を計算し、対象の特徴を特性評価及び定量化する。基板
上の特徴の位置がユーザにとって分かっており、従って、特徴を特性評価するためのユー
ザ規定領域を発生しうるレーザマーク及びノッチのような既知の特徴が幾つか存在する。
しかし、エピタキシャルピンマーク又は高次の形状のような特徴の場合には、領域がユー
ザにとって予め分かっておらず、従って、スロープ又は曲率のマップを用いて、対象の特
徴を見いだしたり、領域を規定したり、測定基準を計算したりすることができる。
〔曲率のマッピング〕
【００３５】
　離散的畳み込みを用いるラプラシアンに近似する新規な方法を用いる上述した曲率マッ
プを形成する１つの代表的な方法を詳細に説明する。ここでは、例えば、基板上の局部的
特徴を見いだして特性評価するために、基板の表面上の局部的曲率のピクセル毎のマップ
を形成する方法を提供する。
【００３６】
　３点及び５点をそれぞれ用いて離散関数において曲率を中心差分評価する式は、
【数１】

及び
【数２】

である。
【００３７】
　これらの式において、ｆは当該関数であり、ｘは独立変数であり、ｆ”はこの関数の二
次導関数であり、ｉは導関数が評価されている点であり、ｌは評価されている点間の距離
である。
【００３８】
　これらの式は、ラプラシアンを計算するのに適用でき、この場合、これらの式は以下の
形態をとる。
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【数３】

及び
【数４】

【００３９】
　全ての変数を上述したのと同じにし、更にｙを第２の独立変数とする場合には、ｌx は
ｘ点間の距離であり、ｌy はｙ点間の距離である。ｌx をｌy に等しくする場合、これら
の式を更に換算しうる。これらの式は、離散的畳み込み核（kernel）として表す場合、以
下の式となる。

【数５】

及び
【数６】

【００４０】
　この形式では、関数のマッピングを有する特定の核の畳み込みにより、次式におけるよ
うにラプラシアンのマッピングを提供する。

【数７】

【００４１】
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　実際には、どちらの核を有する畳み込みによっても、ローカライズした曲率の良好な評
価手段を提供する。cf5 核によれば、感度を減少させるが、cf3 に比べて精度及び信号対
雑音比を著しく改善する。この方法の信号対雑音比は、対象の全ての特徴が領域中の複数
の点に亘って曲率に影響を及ぼすものとした場合に、更に改善しうる。曲率の加重平均は
次式のように領域に亘って計算しうる。
【数８】

【００４２】
　中央から更に離れた点は更に低い重み付けがされる為、中央の点に対しては高次の精度
（cf5 ）を用い、その他の残りでは全体の計算の精度を犠牲にすることなく、より低次の
精度（cf3 ）を用いることができる。cf3 は曲率を計算するのに小さい領域を用いる為、
含まれている全領域は、cf5 の領域よりも大きくならない。このことは、感度はcf5 から
著しく減少されないことを意味する。ハイブリッドの畳み込み核、すなわち、chは次式の
形態をとる。
【数９】

【００４３】
　これにより、ピクセルを正方形とする。より一般的な形態は次式である。
【数１０】

【００４４】
　Ch核を有する式７を用いて発生させた曲率マップは局部的特徴を顕著に表示する。この
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方法は本発明の用途に特有のものではないが、この方法の現下の焦点は半導体ウエハのよ
うな基板上の局部的特徴の定量化にある。
〔利点〕
【００４５】
　本発明の実施例によれば、所定の製造工程に対する所定の基板の適合性に関する場合の
ように、基板の特徴によって基板を特性評価するとともに分類するための客観的な定量的
方法を提供する。この機能を実行しうる方法は現在存在しない。その理由は、これらの特
徴は、小さなノードに対する新たな厳しいデフォーカス及びオーバレイバジェットが原因
となってのみ関心が抱かれるようになった為である。測定基準は、基板の裏面を参照して
基板の前面を測定する複雑な測定に基づかせるのではなく、最適化したフィルタリングス
キームを個々の基板表面に適用することにより取り出すものである。ワープ、ボウ及びＴ
ＨＡのような現存する測定基準は本質的に大域的なものであるが、対象の特徴を正確に特
性評価しない。上述したように開発した局所的な測定基準によれば、対象のこれらの局部
的特徴を有効に特性評価する。
【００４６】
　従って、上述した方法によれば、従来知られていない又は達成されていない周波数及び
スロープ領域で基板を特性評価する。これらの方法によれば、局部的特徴を定量化し、個
々の基板表面を順次にではなく特性評価し、基板上のユーザ規定の区分を使用しうるよう
にし、特徴の識別及び自動特徴検出のためにローカライズされた曲率マッピングを良好に
利用する。
【００４７】
　本発明の好適な実施例の上述した説明は、本発明を解説するためのものであり、本発明
を上述した明確な形態に包括的に限定するものではない。本発明は、上述した技術の点で
種々に変更又は変形させることができる。本発明の原理及びその実際的な適用を最良に説
明し、これにより当業者が、意図している特定の使用に適した種々の変更を施して且つ種
々の実施例で本発明を利用しうるようにする目的で、実施例を選択し説明したものである
。このような変更及び変形は、これらが適正に、合法的に且つ公平に与えられるように解
釈した場合に、特許請求の範囲により決定される発明の範囲内のものである。
　本発明は以下の適用例を含む。
［適用例１］
　基板の表面の計測特性を評価するシステムであって、
　前記基板の前記表面を測定する光学的基板測定システムと、
　基板上に規定された評価領域内のデータを解析するとともに、特徴特有のフィルタリン
グスキームを適用して、前記基板の前記表面を特性評価し、対象の特徴を特性評価及び定
量化するための表面特有の測定基準を用いる、データ解析システムと、
　を備えており、
　前記表面特有の測定基準は、
　　前記評価領域上の最大及び最小偏差を定量化するためのレンジ測定基準と、
　　前記評価領域に適合する基準平面からの偏差量を有する各点偏差のうちの一組の点偏
差において、最大値を有する点偏差を定量化するための偏差測定基準と、
　　パワースペクトル密度から計算される二乗平均平方根測定基準と、を有し、
　前記データ解析システムは、更に、前記測定基準をしきい値と比較するとともに、この
比較に少なくとも部分的に基づいて前記基板を分類する
　システム。
［適用例２］
　適用例１に記載のシステムにおいて、
　前記基板の前記表面は、前面と、裏面と、前記前面及び前記裏面から得た中位面として
規定される形状と、前記裏面を平坦基準とした基板の厚み変化として規定した平坦度と、
を有するシステム。
［適用例３］
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　適用例１に記載のシステムにおいて、低空間周波数領域と高空間周波数領域との双方で
対象の特徴を捕捉する機能を有するシステム。
［適用例４］
　適用例３に記載のシステムにおいて、前記低空間周波数領域における対象の特徴には、
ノッチと、ノッチ近接領域と、レーザマークと、レーザマーク近接領域と、高次の形状と
、の少なくとも１つが含まれているシステム。
［適用例５］
　適用例３に記載のシステムにおいて、前記高空間周波数領域における対象の特徴には、
エピタキシャルピンマークが含まれているシステム。
［適用例６］
　適用例４に記載のシステムにおいて、高次の形状は、短い空間波長内での前記基板の形
状における変化であるシステム。
［適用例７］
　適用例４に記載のシステムにおいて、高次の形状は、スロープ領域において前記基板の
形状を解析することにより特性評価されるシステム。
［適用例８］
　適用例７に記載のシステムにおいて、前記基板の形状は、隣接する点を用いて点毎のス
ロープを計算するために用いられるシステム。
［適用例９］
　適用例７に記載のシステムにおいて、前記スロープ領域における前記基板の形状は、各
評価領域内で別々に決定されるシステム。
［適用例１０］
　適用例９に記載のシステムにおいて、前記レンジ測定基準は、前記評価領域内で計算さ
れ、前記評価領域内で前記基板の形状のスロープを評価するのに用いられるシステム。
［適用例１１］
　適用例７に記載のシステムにおいて、前記レンジ測定基準は、これを、局部的な形状ス
ロープに対する処理駆動カットオフ値と比較することにより前記基板を分類するのに用い
られるシステム。
［適用例１２］
　適用例４に記載のシステムにおいて、高次の形状は、空間周波数領域内で前記基板の形
状を解析することにより特性評価されるシステム。
［適用例１３］
　適用例１１に記載のシステムにおいて、基板形状データは、フーリエ変換により、周波
数領域において、一次元パワースペクトル密度と二次元パワースペクトル密度との少なく
とも一方に変換されるシステム。
［適用例１４］
　適用例１２に記載のシステムにおいて、前記一次元パワースペクトル密度は、前記基板
上の放射状の一次元プロファイル、円周状の一次元プロファイル、非放射状のラインセグ
メント及び非円周状のラインセグメントの少なくとも１つに関して計算されるシステム。
［適用例１５］
　適用例１２に記載のシステムにおいて、前記二次元パワースペクトル密度は、基板のユ
ーザ規定の方形区分に関して計算されるようになっているシステム。
［適用例１６］
　適用例１２に記載のシステムにおいて、パワースペクトル密度対空間周波数のプロット
を、前記一次元パワースペクトル密度と前記二次元パワースペクトル密度との少なくとも
一方から計算するシステム。
［適用例１７］
　適用例１５に記載のシステムにおいて、前記二乗平均平方根測定基準は、パワースペク
トル密度対空間周波数の前記プロットから計算し、前記高次の形状を定量化するのに用い
られるシステム。
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［適用例１８］
　適用例１６に記載のシステムにおいて、前記二乗平均平方根測定基準は、パワースペク
トル密度対空間周波数の前記プロット下の領域の平方根を計算することにより、特定の周
波数で計算されるシステム。
［適用例１９］
　適用例１に記載のシステムにおいて、前記二乗平均平方根測定基準は、これを処理駆動
カットオフ値と比較することにより前記基板を分類するのに用いられるシステム。
［適用例２０］
　適用例４に記載のシステムにおいて、前記ノッチ及び前記ノッチ近接領域を、約２００
ミクロンの空間分解能で評価するシステム。
［適用例２１］
　適用例１８に記載のシステムにおいて、前面、裏面及び平坦度の少なくとも１つを用い
て、前記ノッチ及び前記ノッチ近接領域を評価するシステム。
［適用例２２］
　適用例１８に記載のシステムにおいて、前記評価領域が、特定のエッジエクスクルージ
ョン及びノッチエクスクルージョンを有するノッチを囲むシステム。
［適用例２３］
　適用例１８に記載のシステムにおいて、前記評価領域における前記表面は、高周波表面
変化を除去するために、低周波フィルタによりフィルタリングされるシステム。
［適用例２４］
　適用例１８に記載のシステムにおいて、前記レンジ測定基準及び前記偏差測定基準の少
なくとも一方は、前記ノッチ及び前記ノッチ近接領域を評価するのに用いられるシステム
。
［適用例２５］
　適用例１に記載のシステムにおいて、前記レンジ測定基準及び前記偏差測定基準の少な
くとも一方は、これを、ノッチおよびノッチ近接領域に特有の処理駆動カットオフ値と比
較することにより基板を分類するのに用いられるシステム。
［適用例２６］
　適用例４に記載のシステムにおいて、前記レーザマーク及び前記レーザマーク近接領域
を、約２００ミクロンの空間分解能で評価するシステム。
［適用例２７］
　適用例２３に記載のシステムにおいて、裏面及び前記平坦度の少なくとも一方を用いて
、前記レーザマーク及び前記レーザマーク近接領域を評価するシステム。
［適用例２８］
　適用例２３に記載のシステムにおいて、前記評価領域が、特定のエッジエクスクルージ
ョンを有するレーザマークを囲むシステム。
［適用例２９］
　適用例２３に記載のシステムにおいて、前記評価領域における前記表面は、高周波の表
面変化を除去するために、低周波フィルタでフィルタリングされるシステム。
［適用例３０］
　適用例２３に記載のシステムにおいて、前記レンジ測定基準及び偏差測定基準の少なく
とも一方を用いて、前記レーザマーク及び前記レーザマーク近接領域を評価するシステム
。
［適用例３１］
　適用例１に記載のシステムにおいて、前記レンジ測定基準及び前記偏差測定基準の少な
くとも一方は、これを、レーザマーク及びレーザマーク近接領域に特有の処理駆動カット
オフ値と比較することにより基板を分類するのに用いられるシステム。
［適用例３２］
　適用例４に記載のシステムにおいて、エピタキシャルピンマークを約２００ミクロンの
空間分解能で評価するようになっているシステム。
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［適用例３３］
　適用例２８に記載のシステムにおいて、前記前面と、前記裏面と、前記平坦度との少な
くとも１つを用いて前記エピタキシャルピンマークを評価するシステム。
［適用例３４］
　適用例２８に記載のシステムにおいて、前記評価領域が、前記基板上の予め規定した個
所内の前記エピタキシャルピンマークを囲むシステム。
［適用例３５］
　適用例２８に記載のシステムにおいて、前記評価領域が、低周波の表面変化を除去する
ために高周波フィルタを用いる自動検出ルーチンとともに、前記エピタキシャルピンマー
クを囲むシステム。
［適用例３６］
　適用例３１に記載のシステムにおいて、前記高周波フィルタは、ラプラシアンの畳み込
みであるシステム。
［適用例３７］
　適用例３０に記載のシステムにおいて、前記評価領域における前記表面は、低周波の表
面変化を除去するために、高周波フィルタによりフィルタリングされるシステム。
［適用例３８］
　適用例３１に記載のシステムにおいて、前記自動検出ルーチンを用いてエピタキシャル
ピンマークを検出した後に、前記評価領域を形成するシステム。
［適用例３９］
　適用例２８に記載のシステムにおいて、前記レンジ測定基準及び偏差測定基準の少なく
とも一方を用いて、前記エピタキシャルピンマークを評価するシステム。
［適用例４０］
　適用例１に記載のシステムにおいて、前記レンジ測定基準及び前記偏差測定基準の少な
くとも一方を用い、これをエピタキシャルピンマークに特有の処理駆動カットオフ値と比
較することにより前記基板を分類するシステム。
［適用例４１］
　基板を特性評価するための方法であって、
　前記基板を垂直状態に保つ点接点のみで、前記基板を保持することにより、前記基板を
自由状態にするステップと、
　前記基板の表面上の点で光学的な測定を実行して表面データを生成するステップと、
　前記基板を複数の評価領域に分割し、前記複数の評価領域に応じて前記表面データを区
画するステップと、
　前記表面データを評価領域によりフィルタリングして、前記表面データから傾き及び平
均表面高さを除去するステップと、
　前記評価領域に対する前記フィルタリングされた表面データに少なくとも部分的に基づ
いて前記基板を特性評価するステップと
　を備える方法。
［適用例４２］
　集積回路の製造工程に対する基板の適合性を特性評価する方法であって、
　前記基板を垂直状態に保つ点接点のみで、前記基板を保持することにより、前記基板を
自由状態にするステップと、
　前記基板の表面上の点で光学的な測定を実行して表面データを生成するステップと、
　前記基板の前記表面上の各点における点スロープ形状値を計算するステップと、
　前記基板を複数の評価領域に分割し、前記複数の評価領域に応じて前記点スロープ形状
値を区画するステップと、
　各評価領域に対する評価領域スロープ形状値を、前記評価領域内の前記点スロープ形状
値に少なくとも部分的に基づいて計算するステップと、
　前記基板に対する基板スロープ形状値を、前記評価領域スロープ形状値に基づいて計算
するステップと、
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　前記基板スロープ形状値を、前記製造工程に少なくとも部分的に基づいて決定したしき
い値と比較するステップと、
　前記基板スロープ形状値が前記しきい値を超えているかに少なくとも部分的に基づいて
、前記製造工程に対する前記基板の前記適合性を特性評価するステップと、
　を備える方法。
［適用例４３］
　集積回路の製造工程に対する基板の適合性を特性評価する方法であって、
　前記基板を垂直状態に保つ点接点のみで、前記基板を保持することにより、前記基板を
自由状態にするステップと、
　前記基板の表面上の点で光学的な測定を実行して表面データを生成するステップと、
　表面データをデータのラインに順序付けるステップであり、前記ラインは、放射状のラ
インと、円周状のラインとの少なくとも一方であるステップと、
　フーリエ変換を用いて前記データの各ラインに対するパワースペクトル密度を計算する
ステップと、
　前記各ラインに対し、パワースペクトル密度対空間周波数をプロットするステップと、
　前記各ラインに対するパワースペクトル密度対空間周波数のプロット下の領域に少なく
とも部分的に基づいて、前記各ラインに対する周波数形状を計算するステップと、
　前記基板に対し計算された前記周波数形状に少なくとも部分的に基づいて、前記製造工
程に対する基板の適合性を特性評価するステップと、
　を備える方法。
［適用例４４］
　基板の局部的特徴を定量化する方法であって、
　前記基板を垂直状態に保つ点接点のみで、前記基板を保持することにより、前記基板を
自由状態にするステップと、
　前記局部的特徴を囲む前記基板の評価領域を決定するステップと、
　前記基板の前記評価領域内の表面上の点で光学的な測定を実行して表面データを生成す
るステップと、
　前記表面データにフィルタリングルーチンを適用して、前記表面データの不所望な特性
を除去するステップと、
　前記フィルタリングされた表面データに少なくとも部分的に基づいて測定基準を計算す
るステップと、
　前記計算された測定基準に少なくとも部分的に基づいて、前記基板の局部的特徴を定量
化するステップと、
　を備える方法。
［適用例４５］
　適用例４４に記載の方法において、評価領域を決定する前記ステップが、ユーザ規定の
評価領域を容認するステップを有する方法。
［適用例４６］
　適用例４４に記載の方法において、評価領域を決定する前記ステップが、前記基板上の
予め規定した座標位置を評価領域として容認するステップを有する方法。
［適用例４７］
　適用例４４に記載の方法において、評価領域を決定する前記ステップが、前記基板表面
データにフィルタリングルーチンを適用し、前記局部的特徴を検出するステップと、前記
局部的特徴を囲む前記評価領域を決定するステップとを有する方法。
［適用例４８］
　適用例４４に記載の方法において、前記フィルタリングルーチンは、ラプラシアン曲率
フィルタである方法。
［適用例４９］
　適用例４４に記載の方法において、計算された前記測定基準が、前記評価領域内の高さ
値の山対谷のレンジと、前記評価領域内の前記基板の前記表面内における最も高い高さ及
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